


水俣病被害者救済と水俣病問題の早期解決を求める意見書

（案） 

  

水俣病は、不知火海沿岸地域住民に塗炭の苦しみを与えた。それは、健康

被害だけでなく、地域内外の差別や偏見など地域住民の分断と混乱をもたらし

た。 

 

水俣病も公式確認から７０年という長い年月が経過しようとしている。しかし

ながら、いまだに救済を求める人たちが居るのが現状にある。 

 

このことは、住民のいのちと健康を守るべき行政にとって憂慮すべき事態で

あり、被害者たちが生存しているうちに解決しなければならない緊急かつ重要

な課題である。 

 

加害企業及び政府には、ここまで水俣病問題が長引いている根本を認識し

ていただき、被害者一人ひとりに向き合い、寄り添った人権重視の対応をお願

いしたい。 

 

同時に「国は、水俣病被害者の声に真摯に向き合い、水俣病問題を早期に

解決すべき」という国民の声に真摯に応えるべきである。 

 

本市にも水俣病被害者の未救済者が存在されることを踏まえると看過できな

い問題であり、水俣病問題の解決は、熊本県民にとって放置できない緊急か

つ重要な課題である。 

 

国が、そのリーダーシップを発揮し、一日も早く、残された水俣病被害者を救

済し、水俣病問題を早期に解決していただくよう心から要望する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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